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研究成果の概要：大学（院）における「職業倫理教育」のモデル・プログラム－1 期 15 回分の

授業資料（倫理学の基礎理論、企業・組織倫理の主要課題に関する諸理論と基礎文献、組織に

おける意思決定理論とその適用、倫理綱領の構成要素と構造、失敗事例に関するケース・スタ

ディなどを含む講義資料、講読用文献資料、意思決定分析シート等）－を開発した。併せて、

各種企業や官庁等の組織におけるコンプライアンス体制に関するヒアリング調査を実施した。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
２００７年度 1,500,000 450,000 1,950,000 

２００８年度 1,000,000 300,000 1,300,000 

年度  

年度  

  年度  

総 計 2,500,000 750,000 3,250,000 

 
 
研究分野：倫理学 
科研費の分科・細目：科学教育･教育工学 ・ 科学教育 
キーワード：倫理学・職業倫理・職業教育 
 
１．研究開始当初の背景 
 
(1)企業や官公庁・教育機関などを舞台とし
たいわゆる「組織性不祥事」の多発は、職業
倫理教育の必要性を強く示唆している。 
 
(2)研究代表者・分担者は、科学技術倫理教
育に関する調査・研究を重ねてきた。 
 
(3)この実績をもとに、高度専門職業人の育
成を図る大学（院）において一般的職業倫理
教育のためのプログラムを開発することが
可能であり、また急務であると判断した。 
 

２．研究の目的 
 
(1)准専門職のための職業倫理教育プログラ
ムとコンテンツの開発。 
現代日本における大学（院）の卒業・修了

者の大半は、伝統的な専門職（医師・法律家）
以外の職業に就くが、同時にその職業は高度
な専門的知識を必要とし、社会的にも大きな
影響力をもちうる。このような職業－管理職
以上の公務員や会社員、教師、科学技術者な
ど－を「准専門職」と呼ぶならば、准専門職
に対する職業倫理教育こそが求められてい
る。 
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(2)企業や官公庁などの組織におけるコンプ
ライアンス体制や倫理教育の実態調査。 
 大学（院）の卒業・修了者が准専門職とし
て働くことになる各種組織におけるコンプ
ライアンス体制や倫理教育の実態を把握し、
それを職業倫理教育プログラムに反映させ
ることが必要である。 
 
３．研究の方法 
 
(1)職業（専門職）概念の明確化 
 伝統的な専門職を準拠枠として、現代にお
ける職業概念を検討し、准専門職概念を明ら
かにする。同時に、伝統的な専門職概念の有
効性と新たな定義可能性を探究する。 
 
(2)組織倫理の調査・分析 
 インターネット調査やヒアリング調査を
通じて、企業や官公庁などの組織におけるコ
ンプライアンス体制や倫理教育の実態を把
握する。 
 
(3)教育プログラムとコンテンツ開発・実施 
 上記の成果および従来の研究成果をもと
に、具体的な講義資料を作成・実施する。 
 
４．研究成果 
 
(1)職業（専門職）概念の明確化 

「専門職(profession)」の古典的定義および
その問題点、現代における職業概念の特質と
課題の検討により、〈公共世界への関心を自
らの義務として引き受け、公衆に対する説明
責任を果たす「世界市民としての職業人」〉
という専門職の新たな規範的定義を提示し
た（論文「世界市民としての専門職業人」）。 
①古典的定義の再検討 

専門職の古典的定義はヨーロッパ中世社
会に由来するが、しかし「定義」が本質的に
解釈学的循環によってのみ与えられ、かつ専
門職という言葉が重要な機能的意味をもつ
ことを考慮した場合、古典的定義を準拠枠と
して現代の職業を専門職・准専門職・非専門
職等に区分することは、もはや妥当性を持ち
えない。たとえば、技術業や教育職などは、
古典的定義に従えば専門職とは見なされえ
ないが、これは職業の実態（社会的機能）に
即した理解とは言えない。 
②現代における専門職の価値下落 
 他方、H.アレントの議論を参照すれば、現
代は「労働する動物の勝利した時代」であり、
あらゆる職業活動が「労働（サービス）化」
された時代である。このことは、現代におい
て専門職の価値が下落したことを意味する。 
③専門知のブラックボックス化とリスクの
不可視化 
 それにもかかわらず、現代において「専門

知」は従来とは比較できないほどの社会的影
響度を強めている。それは、専門知が凝縮さ
れた「技術」（科学技術のみならず社会技術
も含めて）がパッケージ化されることによっ
て、非専門家でも容易に最先端の技術を使用
できるという事態が生み出されているから
であり、この技術のブラックボックス化は同
時に、リスクの不可視化を招いているからで
ある。 
④新しい職業倫理 
 こうした状況の中で、K.ポパーは、専門知
を駆使する知識人のもつべき職業倫理を、専
門職業人個人が真理と確実性を所有するこ
とで権威を保持するという古い専門職倫理
に対抗するものとして、「可謬性の原則」と
「合理的討論の原則」、「真理への接近の原
則」に基づいて提示した。 
⑤現代における専門職の課題 
 ポパーの提唱する新しい職業倫理の根底
には、アレントの「公共世界への関心」とい
う、I.カントに由来する理念がある。専門職
業人に求められているのは、労働する動物の
勝利した現代において、労働・仕事・活動の
序列を再転倒すること、つまり、労働の仕事
化と仕事の活動化である。このことは、生命
の原理を根底に置いた幸福の原理を克服す
ることによってのみ行われうるが、これはカ
ントが「世界市民」という理念で構想した人
間のあり方に他ならない。 
⑥世界市民としての専門職業人 
 カントの言う「世界市民的社会」とは、専
門職業人の集団的自律（専門職の古典的定義
の中核的概念）と、個々の専門職業人による
市民としての自律が合致する社会である。こ
れはたんなる夢想ではなく、官公庁はもとよ
り多くの学協会や企業が「公衆への責任」を
倫理綱領等に掲げているということは、現に
われわれが専門職業人のあり方を「世界市
民」という理念に即して構想していることを
物語っている。それゆえわれわれは、「専門
職」を〈公共世界への関心を自らの義務とし
て引き受け、公衆に対する説明責任を果たす
「世界市民としての職業人」〉と定義するこ
とができるのである。 
 
(2)組織倫理の調査・分析 
 札幌圏の代表的な企業（運輸・銀行・エネ
ルギー・放送局）4社および官公庁 2組織に
対して、コンプライアンス体制や倫理教育の
実態に関するヒアリング調査を行った。主な
質問項目は以下の通りである（質問項目は金
沢工業大学応用倫理研究所作成のリストを
参照した）。 
 ・倫理方針／・実施計画／・トップの役割 
 ・風通し／・広報／・倫理研修体制 
 ・相談窓口／・問題発生時 
・モニタリング／・報奨制度 



 

 

 この調査の主要目的は組織倫理の実態を
教育プログラムに反映させることにあり、こ
の研究の範囲内では詳細な分析を行っては
いないが、主要な倫理的課題が業種ごとに異
なり、それゆえコンプライアンス体制や倫理
教育・研修も業種や規模に応じて相当程度異
なっていること、しかしながら大学（院）に
おける倫理教育に対する期待は、おしなべて
基礎的な倫理教育にあることを確認できた
のは大きな成果であった。 
 
(3)職業倫理教育プログラム 
 本研究において開発・実施した職業倫理教
育プログラムとコンテンツの概要は以下の
通りである。 
 
①授業科目名：「企業倫理・組織倫理」 
②対象者：大学院修士課程学生 
③単位：2単位（15 回／90 分） 
④教育目標： 
〔授業の目標〕大学院修了者に要求される高
度な倫理意識を持った専門職業人を育成す
るために、企業および組織に関わる倫理を理
論と事例研究の両面から学修することによ
って、適切な倫理的考察力と倫理的判断力を
涵養すること。 
〔到達目標〕1.規範倫理学の基礎を理解する
こと。2.企業・組織倫理と職業倫理に関する
理念と実態を理解すること。3.事例研究に基
づいて自ら事例分析を行うことができるよ
うになること。 
 
⑤授業の概要 
第Ⅰ部 規範倫理学の基礎 

第 1講 倫理学の課題・方法・目標 
第 2講 規範倫理学の概要 

第Ⅱ部 公共性の概念と企業の社会的責任 
第 3講 公共性の概念 
第 4講 企業の社会的責任論 

第Ⅲ部 職業倫理と企業倫理 
第 5講 職業倫理 
第 6講 企業倫理 

第Ⅳ部 倫理問題の考察法と意思決定法 
第 7講 倫理問題の類型と考察法 
第 8講 意思決定法 

第Ⅴ部 事例研究と事例分析 
第 9講 失敗事例の分析法 
第 10 講 事例研究 

 
⑥講義内容の概略 
第Ⅰ部：倫理学理論に習熟していない学生を
対象に、規範倫理学諸理論の概要を示す。 
 第 1 講：倫理学の基本課題が「行為に関す
る事柄を〈いかなる仕方で行為すべきである
か〉という観点から考察すること」（アリス
トテレス）にあり、これを規範的な方法で、
しかも批判的に考察し、現代社会における多

様な倫理的問題に関して、自分自身の十分に
基礎づけられた理性的洞察に基づいて，合意
を得ようとすることが規範倫理学の目標で
あることが示される。 
 第 2 講：規範倫理学諸理論の全体的な布置
構造を次の図によって示し、特に企業倫理や
組織倫理にとって重要な社会契約論、功利主
義、カント倫理学、徳倫理学、道徳的多元主
義の特質を簡略に説明する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第Ⅱ部：企業や組織の社会的責任論の基礎と
なるべき「公共性」の概念を検討し、企業の
社会的責任論の諸類型を示す。 
 第 3 講：「公共性」を、「public-private」
（ヨーロッパ）・「公－私」（中国）・「おおや
け－わたくし」（日本）という概念対の相違、
「public」概念がもつ official, common, 
open という三義、国民共同体論と市民的公共
性の対立といった多面的な側面から分析し、
さらに職業倫理にとって重要な「市民的公共
性」概念を、近代以降の歴史的展開に即して
検討する。 
 第 4 講：企業の社会的責任論の諸類型を、
「ストックホルダー論」と「ステイクホルダ
ー論」、経済開発委員会モデル（米国）、4パ
ートモデル、3つの CSR モデル、あるいはト
リプル・ボトムライン論などに即して提示し、
併せてハイエク等による根本的批判の視点
をも示すことで、複合的な理解を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

第Ⅲ部：職業倫理・専門職倫理と企業倫理を
その理念・歴史・実態という観点から解明す
る。 
 第 5 講：職業と専門職の特質を、古典的な
専門職に即して明らかにする。専門職の古典
的な定義における各要素の関連は以下の図
で示される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

さらに、現代における職業活動の地位の検
討に基づいて、現代において職業倫理が要請
される背景を「高度技術社会」と「市民社会
の成熟」という二つの観点から示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 また、古典的な専門職の倫理綱領の分析に
基づいて、倫理綱領の構成要素を析出する。
すなわち、倫理綱領に含まれるべきは、1.当
該職業が体現すべき社会的「価値」、2.当該
職業に固有の社会的「使命」および職業その
ものに対する忠誠義務、3.当該職務遂行に求
められる人格的資質という「徳目」および専
門的知識・技能の向上義務である。 
 ポパーの提唱する知識人のための「新しい
職業倫理」は、現代における職業倫理を考え
るための基礎を与えるものと位置づけるこ
とができる。 
 第 6 講：職業倫理一般に関する上記の分析
をもとに、企業における倫理綱領のモデルを
日本経済団体連合会の企業行動憲章に求め、
その構造を以下の図のように分析する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 企業倫理に関連する諸要素に即して、企業
倫理の具体的諸問題（約 20 テーマ）に関す
る基礎的な文献を提示し（主要テキストは T.
ビーチャム／N.ボウイ編『企業倫理』）、分担
を決めて、対立する見解の要約と問題点を受
講者に報告させる（1テーマ 30 分程度）。 
 
第Ⅳ部：倫理問題の類型と問題考察法、およ
び意思決定法について学ぶ。 
 第 7 講：主要な倫理問題を「線引き問題」・
「ジレンマ問題」・「創造的解決問題」に類型
化し、具体的な問題事例に即して、対応する
解決法「線引き法」・「トレードオフ法」・「再
構築法」を解説し、また練習問題によって事
例分析の手法を総合的に身につけさせる。 
 以下は、それぞれの問題類型を概観するの
に使用したスライドの一部である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 第 8 講：倫理問題の考察法を意思決定法と
いう観点から再整理し、より簡略化された倫
理テストや倫理フィルターの諸ヴァージョ
ンを紹介するとともに、具体的な問題事例を
意思決定法に則って考察する訓練を行う。 
 意思決定法としては、Seven-Step Guide や
Six Steps、新たに開発した N-model など、
倫理テストとしては IBE モデルや TI モデル
など、内外の企業が実際に採用しているもの
を紹介する。 
 また、「ギルベイン・ゴールド」事例を使
用し、Seven-Step Guide に則った事例分析を
行うことで、倫理問題を総合的に分析し、意
思決定を行う訓練とする。 
 ちなみに、意思決定のための N-model の全
体構造は以下の通りである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
第Ⅴ部：事例研究と事例分析の手法を企業倫
理に適用し、組織性不祥事の防止に役立てる
ために、企業事件史を概観し、「JST 失敗まん
だら」や犯罪分析の図式を利用して企業事件
の発生構造を明らかにするとともに、「悪い
とわかってはいるが、やってしまう」理由を
道徳性の発達理論などを参照しつつ構造化
する。 
 第 9 講：企業事件を「公害・事故型」・「経
済犯罪型」・「偽装・隠蔽型」・「人権侵害型」
の 4類型に区分し、主に 1990 年代以降の企
業不祥事・事件・事故を概観する。また「JST

失敗まんだら」などを参考に、以下の図によ
って原因分析のための指標を提示する。原因
は「個人要因」・「組織要因」・「外部要因」に
区分する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 さらに、本間道子らの組織性逸脱行為研究
や、L. S.ペインの企業倫理研究をもとに、
企業事件における組織性要因の重要性を次
図のように示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 最後に、組織性不祥事に関して、個人要
因・組織要因・背景要因の関連を以下のよう
に整理する。 
 
〔個人要因〕 
・帰属意識や役割意識の強さ 
 ←組織要因：目標達成圧力／不適切なイン

センティブ制度 
 ←背景要因：縦社会的伝統／「世間」意識 
・社会的規範意識の弱さ 
 ←組織要因：経営理念／研修・教育 
 ←背景要因：多元的価値社会／規範意識の

弱体化 
・独断専行 
 ←組織要因：法令遵守体制の不備／意思決

定システムの不備 
・悪意 
 ←組織要因：管理体制の不備 
 ←背景要因：個人的性格／教育 



 

 

〔組織要因〕 
・不適切な経営理念 
 ←背景要因：政治状況／市民意識 
・組織内民主主義の欠如 
 ←背景要因：社会の未成熟 
・内部統制の欠如 
 ←背景要因：法の不備 
〔背景要因〕 
・政治的状況／経済的状況／社会的状況／自
然環境 
 
 第 10 講：「談合」問題を例に、たんに談合
の是非だけではなく、むしろ「なぜ」談合に
加担するのか、あるいは加担しないのか、そ
の理由を考え、さらにその理由を類型化する
ことによって、組織性不祥事を引き起こす倫
理的理由を解明する。 
 思考型の分類と特徴は以下のようにまと
められるが、この分析によれば、不祥事を引
き起こす可能性があるのはもっぱら「対人関
係重視／他者同調的」、「自己中心的」、「他律
的／思考停止」型であることがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 前講では組織要因の重要性を指摘したが、
こうした倫理的理由の分析は、個人が真に内
発的・自律的に「正しく」行為するために不
可欠である。また、実際に受講者にも疑似体
験をしてもらうために、ビデオ教材（室蘭工
業大学制作「技術者の自律」）を使用して、
通常の自分の思考型がどのようなものであ
るかを分析させる。 
 こうした考察を通じて明らかになるのは、
正しい意思決定のためには、より広い視野へ
の誘導が不可欠であること、またそのために
は、社会の構成的規範（正義や公衆の福祉な
ど）を理解しなければならないこと、これら
の規範は、倫理綱領や行動規範などの組織の
公開された規範に反映されていること、それ
ゆえ、自己の利害関心はもとより、組織内の
慣習や狭い人間関係を離れて、人間としての
誇りに基づいた意思決定が必要であること、
などである。 
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